
 

１  保存活用計画 ・目  

 

１  計画策定の ・経  

 予 島一 、古く 瀬戸内海 の要 、中世に 海域の地 を し 海賊 、

上海賊 活 し 地域 る に する史跡能島城跡（ 、「本史跡」と ）

、能島
の し ま

と 崎島
ま

の２島 な 、島 を城郭化し 国的に し 城跡 る 本史跡 、

上海賊を代 する能島 上 の 海城 、 28（1953）年 31日に国史跡の指定を

の 、 33（1958）年に （平成17（2005）年１ 17日 ）

として指定 、 48（1973）年 に 、愛媛県 島県の 教育委員会 上海賊関

の調査を 、 の を ま て本史跡を の一部 、 48（1973）年

17日に県の「能島水軍文化の里」に指定 て る に平成28（2016）年 19日に 日

本遺 「 日本 大の海賊 の本 地 予 島－ み る 上海賊 Murakami KAIZOKU の記

－」を代 する構成文化財に 定、 29（2017）年に 日本城郭 会の「 日本100 城」に

定 、 を代 する史跡として地 の に しま て  

 （平成 17（2005）年、 に ） 、平成 （1992）年 ま に本史跡と の周

の を国・県の支援を な て 平成 11（1999）年５ 、一 国 317

（ 瀬戸 （瀬戸内しまなみ海 ））の に 、 地域に る 上海賊の 史・

文化 注 る にな 、 上海賊を し 地域づく を 指し、平成 12（2000）年

上海賊関 の遺跡 古文書 ・ な の文化財調査を 平成 15（2003）年 に 、

本史跡の保存と活用を 的に史跡能島城跡調査・ 委員会 文化庁文化財部記念物課（

）・県教育委員会文化財保護課の指 ・ を な 、『史跡能島城跡保存活用基本構 』

を策定し の 、平成の大 を経て とな 、 教育委員会 平成 17

（2005）年 に『史跡能島城跡保存活用基本計画』を策定し  

一方、県教育委員会 、平成 12・13（2000・2001）年 の２ 年に 、 的、 的、

域的な 上海賊の 史を し 文化財の活用方策を する 、

の 16 （ ）に 的な学 調査 る「しまなみ水軍浪漫のみち文化財調査」を

し、 くの成 を て る 本史跡に て 教育委員会（平成 17年１ の

教育委員会）に 、平成 15（2003）年 海 部 、平成 17（2005）年

平成 27（2015）年 ま 上部 の し 調査 、 郭の 能 、城内 の

存 構 ま するな の成 を  

 し し、本史跡の現 、 年の の 化 大 の に 、 部の 法

とな て る なく、 ５（1930）年 的に て

（ メイ ）の に る遺構の る と 、 調査に て とな  

 ま 平成30（2018）年 、郭を 法 く し とを 、 なる

を 水 水 能の とな  

 の現 を て、本史跡を に保存 し、 的な 活用を て く 、 存の

構 計画内 と 年の本史跡の を ま 『史跡能島城跡保存活用計画』（ 、「本

計画」と ）を策定する  
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１ 計画策定の ・経



２  計画の 的と計画  

（１）計画の 的 

本史跡 、 ま な 島 を城郭とし な構 の城跡 、 国的に の 史的価

し し、 年の 経 の大 な 化に 、 浪に る の

、大 に る法 の な 、本史跡の本 的価 を な 事 して る  

本史跡を く な 保存 承し、 くの 学 、 との る となる 、

本 的価 の保存をする の をし 上 、活用して く の基本的な方針を定 る 要

る  

本計画 、本史跡の本 的な価 を にし 上 、 的な保存、 、活用の 現を

指す の基本方針を定 る とを 的とする  

（２）計画の  

 本計画の 、史跡能島城跡として指定 能島 崎島の 島と、 し

く の 海域の とする に本史跡の出土遺物を保 し、調査研究、保存活用の

的 る「 上海賊 ジ （ 、 上海賊 ジ と ）」に

て 、史跡の 解に な 要 として本計画の として ととする  

１：計画  

0 1㎞

凡例

史跡指定範囲 範囲

村上海賊ミュージアム

範囲

史跡 の関連する要素

範囲

能島

鯛崎島

村上海賊ミュージアム

能島水軍

見近島 (城跡 )

水場跡

幸賀屋敷跡

宮窪城跡 さんの遺跡

旧証明寺跡

古波止遺跡

カレイ山展望
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１章 保存活用計画策定の ・ 的



 

 し し、能島城のみ 海賊 能島 上 に る本 地の 方を る と な

の 地域に て 中世の城 的な地 く て る に、 と海城 一 とな

て を構成して と考 る の中 能島に水を し と る「水 跡」 、

本史跡と の地 遺構の存 て る「 城跡（ の遺跡）」、「 跡」、

中世 物 存 する「 跡」 て重要な遺跡 る ま 、 の研究に 、能

島 上 の として づ る「 島（城跡）」 、能島城に な トと

構 の 海 「古 遺跡」な 、能島 上 関 の遺跡として

重要 る に、本史跡の イントとして 「 イ山 公 （ ）」、

本史跡を周 する の る 「能島水軍」に て 、本計画の る

、「史跡との関 定 る要 」 「史跡の活用に する要 」として、本計画内に す

る  

 

 委員会の と経  

 本計画策定に て 教育委員会 、能島城跡保存活用計画策定委員会 要綱に基づ

、学 経 等 なる「史跡能島城跡保存活用計画策定委員会」（ 、「委員会」と ）

を し な 、本計画策定に て 、文化庁 愛媛県教育委員会文化財保護課に指 ・

を 委員会の構成、 経 のと る  
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２ 計画の 的と計画



 

 

史跡能島城跡保存活用計画策定委員会 要綱 

（ ） 

１  国指定史跡「能島城跡」の な保存 に 的な活用を 的に する 、

「史跡能島城跡保存活用計画策定委員会」（ 「委員会」と ）を する  

（ 事 ） 

２  委員会の 事 のと とする  

（１）史跡能島城跡保存活用計画策定の の、 な保存方法 に 的な活用方法等に

関し、教育委員会に を と  

（２） に る のの 、史跡能島城跡保存活用計画策定に関し、教育委員会に 要な

を と  

（ ） 

 委員会 、考古学、文 史学、地域史学に 、史跡の活用を する 、観

、地域 な に関し を する 、教育委員会 委員として し、

する  

（ ） 

 委員の 、 をし 日 ２年 31日ま とする  

（委員 委員 ） 

５  委員会に委員 委員 を く  

  ２ 委員 委員 、委員の に を定 る  

   委員 、委員会を代 し会 を する  

   委員 、委員 を 佐し、委員 に事 ると の を代 する  

（会 ） 

 会 委員 集し、委員 となる し、 初の会 教育 集す

る  

（指 ） 

 委員会 、 事 の に 要な 、愛媛県教育委員会の指 を る の

とする  

（ ） 

 委員会の 、 上水軍 物 に て する  

（委 ） 

 の要綱に定 る のの 、委員会の に関して 要な事 に定 る  

 

     

    の要綱 、 年 12 １日 する  
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１章 保存活用計画策定の ・ 的



 

委員会  

委員会  

日  内   

１ 委員会 
（2019）年 

12 25 日 14 00  

委員 ・ 委員 の 出 

本計画の内 に ての  

のス ジ  上海賊 

ジ

講
２ 委員会 

２（2020）年 

１ 20 日 13 30  

本計画の内 に ての  

のス ジ  

委員会 
２（2020）年 

２ 25 日 13 30  

本計画の内 に ての  

本計画の  

   

委員    史跡 （考古学） 愛媛大学 教  

委員  上  地 代  
法 能島の里 代  

大島   

委員 

崎  森 学 愛媛大学 教  

三    島大学 教  

田  海 学 愛媛大学大学 学研究  講  

上  
地域 マネジメント 

（考古学） 

愛媛大学 社会 学部 教  

ジ 古代 業考古学研究 ン

 

柴田 圭子 考古学 
公 財 法  愛媛県埋蔵文化財

ン 調査課

山内 譲 中世史、日本遺  
文化財保護 会委員 

上海賊 会 会  

井   
地域 マネジメント 

（観 文化論） 
愛媛大学 社会 学部 教  

田   学校教育関  立 学校 校  

 紀 社会教育関  公 会 会  

 大 文化庁文化財 課 文部 学  

日 佐  愛媛県教育委員会文化財保護課  

  愛媛県教育委員会文化財保護課 教育 員 

事 局 教育委員会文化 課、 地域教育課（ 上海賊 ジ ） 

ン ント 会社イ  
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委員会の と経



 

 上 計画との関  

 本計画 、本史跡を に保存活用して く の計画 、 の 上 計画 る『

２ 計画（基本計画、 計画）』、 教育 政の大綱となる『 教育 に関

する大綱』に すとと に、関 計画との調 、 、 を な 策定する  

 本計画に関する上 ・関 計画 のと る  

 

 

 

 

 

 

  

２ 計画（平成 28年 策定） 

基本計画 2016年 -2025年  

計画 2017年 -2019年  

 

史跡能島城跡保存活用計画 

 

 

史跡能島城跡 平成 15 27 年  

に 調査 報告書 

教育 に 

関する大綱 

(2015年 -2019 年 ) 

計画  

 

 

  

観 計画 

(平成 21年 策定) 

の 関 計画 

・ 基本計画 

・ 地域 計画 

まち・ と・し と 

 

(2015年 -2019 年 ) 

２： 計画 計画  

史跡能島城跡保存活用基本構  

(平成 16年１ 策定) 

史跡能島城跡保存活用基本計画 

(平成 18年 策定) 
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１章 保存活用計画策定の ・ 的



 

２ 計画 2016-2025 平成 28（2016）年 策定 

 『 ２ 計画』 、 の 上 計画 、中 に る 政 の基本的な指

針を し の る の現 と課題を ま 、 の 方 を に すとと

に 指す の 現に みを して る の 現に て、 の 策

の 方 、まちづく の大綱を定 、 に て な 策を て る の ち

本史跡に関 する の 、 のと る  

 

の  
と み ち (心地 ) まち ま  

の を て 世   

策の 方  『「心」を育 』 

策の大綱 な心と る を育 まちづく  

策の方  な心と地域の を育 基 づく  

現 と課題 

 化 化な に 、 を 文化財の保存・ 承

にな ます し 文化財の保存・ 承 に 、

世代に す と 要とな て ます て、文化財を保存する

なく、 の財 る文化財 と な のとして 解

る に、 報 活用を 、 し 活 に を育成し

て く と 要とな て ます  

 

 な内  

文化財の保存・活用 

文化財を に調査、保護、活用して く 、文化財の保存 史跡

な の 、 保な に ます  

重な 蔵 文化財の 、公 の 、 化し 物

な の 、 を します  

城な の文化 の に て、 に の と

を ます  

埋蔵文化財の調査に 、 内の埋蔵文化財 蔵地の を

とと に、史跡 記念物、 文化財な の保護に ます  

国史跡の能島城跡を とし 保存 活用事業を に 、

上水軍 物 と し、水軍文化の保存・活用を ます  

物 な の 蔵 を一 的に る ス の構

に て します  

内に埋 る 代化遺 に て、観 となる 能

を するとと に、文化遺 としての価 を る 、 文化

財 に る な に て を ます  

内に て る 重な文化財の保存・活用を 、 の 史的

文化な に て にし、 世に伝 る活 に

の育成を支援します  
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上 計画との関



 

と・まち・し と 平成 30（2018）年 12 定 

 『 と・まち・し と 』 、『 ２ 計画』 し を

現する 、 の基本 を定 、 の基本 とに 的 策 を地方

の ン ロジ トとして まと て る  

 ま 、 （重要業 評価指 ）を 定し、 年 の を ま 、

的な 評価を な し・ 定を て る  

 本史跡に関する内 のと る  

 

重要業 評価指 （ ） 日本遺 「 上海賊」に関 する 観 の入  

64,376 （2016 年）  68,500 （2019年） 

 

基本  と る る る とを る 

基本的方  

ま 新し との を る 

国土 定し 域観 周 ト「 と ち・海の 」、「ス

な島 四国 」 文化庁 定し 日本遺 「『四国 』

と の 文化 」、「 日本 大の海賊 の本 地 予 島－ み る

上海賊 Murakami KAIZOKU の記 －」を活 し 域観 周 トを 成

する とに て、国内 の を し、地域経 の活 化を る

を する  

的 策 

域観 周 トの 成 

国土 定し 域観 周 ト「 と ち・海の 」、「ス

な島 四国 」 文化庁 定し 日本遺 「『四国 』

と の 文化 」、「 日本 大の海賊 の本 地 予 島－ み る

上海賊 Murakami KAIZOKU の記 －」を活 し、 となる観 の

観 の 、 づく の支援、地域観 の の育

成、 国 、 域観 を する の 能 化な に  

的事業 

史・文化活用地域活 化事業 

上水軍 物 の ・ 画 事業な 、 の の

を るとと に、 内に する文化財 、 史的 物な

の を な みづく 報 を 、域内に る周 を 出す

る ま 、日本遺 「 上海賊」を活用し 観 成を支援する て、

日本遺 「 上海賊」を 大 活用し 「日本遺 ト in 」を 2020

年に するとと に、「 上海賊」を とし 新 な観 の 等、観

入 の 大に を する  
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１章 保存活用計画策定の ・ 的



 

観 計画 平成 21（2009）年 策定 

 『 観 計画』 、本地域の観 を る 、 の の 指針となる

計画を定 の る 『 観 計画』 、観 の み と 政の

の となる の観 を定 上 、観 ジ ンとして５ の 指す

を し、 の基本方針をまと て る ま 、 の 計画として、基本方針を再 し

て計画の 本 に構成し し、 の計画 ンと 策を まと て る の ち

本史跡に関 する の 、 のと る  

 

 「 、学 、 」観 のまちづく  

 

な 地域に づく文化を活 し の ン の 化を

、 報を し、集 を ます  

る を てなしの心 します  

地域との ジネス、 活、文化、観 の を く 、育てます  

計画の  観 の づく  

 

計画 ン  新 な 観 の  

策（23） 史跡・文化 の再 、観 用の  

内  

事業との  

「能島城跡 事業」 「 予要 跡」、史跡 を活 し 事

業との 、 を 、ま 、本 出 の世 的な 三 の

研 計の 重要な として観 に活 す みを

ます  

 

計画 ン 12 保 ・ 上の  

策（33） 史跡能島の ・保  

内  

保 の みづく  

 能島城跡 計画 くの史跡保 計画を基に、 100 に

て る を保 する みを します  

存事業との  

 保 事業との を 、史跡 を に活用します  
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上 計画との関



 

基本計画 平成 31（2019）年 策定 

 『 基本計画』 、地 化 策として 日ま 「

計画」を内 し、「 ２ 計画」に る の る「 と

み ち （心地 ） まち ま  の を て 世  」を

現する 、 に関する みを 的 計画的に る のとな て る  

 『 基本計画』に て本史跡に関する内 的に記 て な 、

日本遺 の 定 要の な て る な 、文化財に関する 策の内 て る

、 に記す  

 

指す 

の  
水と に ま  み な を 、保 と 承に まち  

基本  ・ 心な社会の 成 ・ 心 に るまちづく  

 

な課題 

地域 の 、 重な 史を 世代に伝 、文化財の保存 史跡等

の に るとと に、 代化遺 の観 としての活用 、

の財 る文化財の 報 活 に 育成等を て く

要 ます  

策 - し まちづく の  

策の内  

文化財 伝 文化の保存・活用・ 承 

史の に て地域 て を 育てるとと

に、 と な く 、「指定文化財保存事業 」等を

活用し 文化財マ の 成等に る 報 、「 土

能 」等の伝 的な 事の保存 承を します  

埋蔵文化財等の保 に 調査を して し、 に

る と 、文化財の保護に ます  

代化遺 の観 化を し、「 文化財 」に る の

を る と 、文化遺 としての価 を 、 の 史・文化

の みを にするとと に、 世に伝 て ます  

「 山古 」 「 方 」の保 活 等を して し、

内 地に て る 重な文化財の保存・活用を るとと

に、文化財保護活 に の育成を支援します  

文化 に関する 報 の 化、 史 文化財に関す

る 物の 、 調査報告書の な 、地域の 史的・文化的

の存 に関する 的な 報 を し、「 」等と

の を る と 、地域内 の を 一 します  
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１章 保存活用計画策定の ・ 的



 

地域 計画-地 ・ 策編- 地域 計画- 水 等 策編-  

平成 31（2019）年  

 『 地域 計画』 、「地 ・ 策編」、「 水 等 策編」 「 編」の

編 構成 る の ち文化財の に て 記 て る な 、文化財に関する

記 、「地 ・ 策編」 「 水 等 策編」と の内 る  

 

社会教育を 

 

の方法 

講 、学 、集会、大会、学 会、研 会等に て する ま 、

文化財を地 ・  、 世に 承する 、文化財 活 、

文化財保護 調 文化財 の 等の 活 を 、 指 を

、 の を る  

教育活  

基本的な考 方 

に て、学校 の 等の に の教育を

と な 、 教育の を に 立し、教育の 再

に する  

 内  

 

・学校 の 調査 に関する と  

・ 教育に関する と  

・学用 教 書の調 に関する と  

・学校 保 学校保 に関する と  

・学校 等の の に関する と  

・文化財の 調査 に関する と  

文化財の  

文化財に関する 予 に て 、 の文化財の 、

に す事 に て定 る のとし、 、文化財の日

の 、 な保存 、周 の 等に て指 する  

 

 に る 、関 関に する 報 の 立 

イ の 保 の 等 の文化財の 出と の の支援

の  

 文化財等の部 的、 的な の  

 文化財等の 事の  

 

文化財 し 、 、 に報告するとと に、

に 教育委員会を経 して県教育委員会に を報告する  
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上 計画との関



 

教育 に関する大綱 （平成 27（2015）年 平成 31（2019）年 ） 

 「 教育 に関する大綱」 、学校教育 社会教育、 学 に る教育に関する

大綱 る 大 く の 大綱 定 て 、文化財に関 する大綱 のと

る  

大綱 まな ・ な ・まちづく  

 ２ な心と地域の を育 活 の  

内  

 の 、 を ち の る 活を る 、 に

文化・ス 活 な に との る づく を

ます ま 、 内に る な文化・ ・ 史 を活用し、 学 す

る とに 愛 心を ち、 の を国内 に る、 活 の るま

ちづく に な ます  

 

史跡能島城跡保存活用基本構 平成 16（2004）年１ 策定 

 『史跡能島城跡保存活用基本構 』 、 上海賊を し づく を 指す 、本

史跡の 計画的な保存 を 、 予 島周 に る海賊 の城な の関 文化財を

活 し な づく に み、 て しまなみ海 地域を とする地域

地域 に 立てる とを 的として策定し の る  

 

史跡能島城跡保存活用基本計画 平成 18（2006）年 策定 

 『史跡能島城跡保存活用基本計画』 、平成 15（2003）年 に （平成 17年１

） 策定し 『史跡能島城跡保存活用基本構 』に基づ て る「史跡能島城跡

事業」に関する保存活用基本計画書 る 本史跡の る課題を し、保存 の 要な

と 法 、 の活用 計画を すとと に、周 の関 遺跡の保存と活用 の を

に入 る「 編」 て る  

 

史跡能島城跡 平成 15 27年  に 調査 報告書 平成 31（2019）年  

 『史跡能島城跡 平成15 27年  に 調査 報告書』（ 、「 報告書」と

） 、本史跡の 調査 して 成 に 予 島の城郭研究の新 な 解

を ま て、 の本史跡に関 し 調査研究成 を再 し 調査 報告書 る  

 ま 調査 とと に 新の研究成 をと まと 、 新し 上 、

課題 の保存 に 的な て 、学 的のみな 本計画策定の

基 として づ る  

 

 

５  計画の  

 本計画の 、 ２年 １日 12年 31日ま とする に 、地

、 業関 関 関等に して、本計画の周 に る のとする  
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